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コミュニティ通信は、地域の様々な取り組みを紹介し、市民の皆さまに“コミュニティや地域活動にもっと興味を

持っていただきたい”“身近に感じていただきたい”、そんな思いを反映して発行しています。

今号の地域の情報 東区・美和台校区／博多区・博多校区奈良屋地区／城南区・堤地区堤丘校区／その他

炊き出し訓練で「カレーうどん」を！

アルミ缶を利用した炊飯訓練

宿泊訓練を利用しての防災研修

今号は、地域の がテーマです。“安全・安心”今号は、地域の がテーマです。“安全・安心”
東区・美和台校区の防災訓練



美和台校区
東 区

博多校区奈良屋地区
博多区

　美和台校区では、福岡県西方沖地震発生以来2回に
わたり防災訓練を実施してきましたが、今回は、これまで
の訓練を発展させた試みとして“宿泊”を伴う訓練を実
施しました。各町内で指定された避難所に避難した後、
広域避難所である小学校に避難誘導をします。避難所
の開設、避難者の受入れや負傷者・病人を搬送する為
の簡易担架の作成、宿泊所の設営、炊き出しなど、あら
ゆる場面を想定して訓練を実施しました。寝床の間仕切
りをダンボールで作成する作業は、大変労力のいる作業
でした。今回の訓練を通じて、「ライフラインが停止してい
る中で被災状況など各町内の情報を報告する手段をど
うするか」「高齢者や要援護者をどのように避難誘導さ
せるか」という課題が見えてきました。
　万一の災害に備えて校区住民の“共助”が身に付くこ
とを目標とし、今後も訓練を実施していく予定です。

　奈良屋自主防災会では、日々 、防災につい
ての意識を強く持ち、地域の運動会でも防災
関連の種目を取り入れたり、毎年防災訓練を
実施したりと様 な々取り組みを行っています。
　平成24年３月11日に避難所体験をテーマ
に実施した訓練では、自主防災会で作った
「簡易トイレ（段ボールトイレ）」を披露しまし
た。この簡易トイレを作るきっかけとなったの

防災訓練実施にあたり、校区のみなさんに呼
びかけを行い、地域防災セミナーを実施。ワー
クショップ形式で役割分担などについて事前
学習をしました。
炊飯訓練では、空き缶を利用し、燃料には牛
乳パックを使いました。みんな興味津 で々した！

「手作りの防災」を目
標としており、防災関
連資材も、単に購入す
るのではなく、身近なも
のを創意工夫で利用
するよう心がけていま
す。簡易トイレづくりで
は、酒屋さん等に今ま
では処分していた段
ボール箱をまとめても
らうことにしました。

※簡易トイレのつくり方は右図を参照

は、自主防災会メンバーが何気な
く腰かけた“業務用みりん”の段
ボール箱です。他の段ボールに比
べて丈夫なうえ、高さも丁度よく、
簡易トイレにはぴったりでした。
「保管が容易で，誰にでも簡単に
組み立てられること」を念頭に制
作をしました。現在も、段ボールの
強度や使用後の処分方法につい
てさらなる改良を行っています。

地域では、他にも様々な『安全・安心』の活動が行われています。地域では、他にも様々な『安全・安心』の活動が行われています。

見守りの人達は
「ついで隊」の名札を
ぶら下げてるね！！

西花畑校区のついで隊

ダンボールを利用した仕切の作成訓練

東月隈校区浦田1丁目の４自治会合同パトロール
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雨の日も、風の日も、
しっかり見守ります！

ココがツ
ボ

地域の
情報

地域の
情報



堤地区・堤丘校区
城南区

　堤地区と堤丘校区では、平成２１年５月から「安心カード」
の取り組みを行っています。きっかけは、北海道小樽市から始
まった「安心カード」の取り組みをテレビで見た民生委員さん
からの提案でした。
　両地域の民生委員さんと社会福祉協議会、自治協議会と
が連携し、地域をあげての活動へと広がり、全戸へ配付するこ
とにしました。この「安心カード」によって、緊急時の連絡先、持
病、薬、掛かり付けのお医者さんなどの必要な情報を素早く知
ることができるため、万が一の時に適切な対応ができるように
なりました。
　配付開始から３年、「本当に必要な情報が記入されている
のか」、「きちんと冷蔵庫に保管されているのか」、「転入者等に
漏れなく配付できるのか」など課題は沢山ありますが、子ども
から高齢者まで、心豊かに、安心して暮らせるまちづくりをすす
めるために、今後もこの活動を続けていきたいと考えています。

実施にあたって、「費用をどうす
るのか」、「どの範囲まで配付す
るのか」等を検討しました。その
結果、各町で費用を負担し、全
戸に配付することにしました。
配付は、各町の組長や役員さん
たちにも担当してもらうこととし、
配付前にはカードの記入方法
や保管場所、カードの存在を示
すシールを貼る位置など何度も
研修を繰り返しました。

♥次号（1月1日号）は、「継承」をテーマにお届けいたします！
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西高宮校区の交通安全教室

Before

After警固校区の　
落書き消し

万が一のため、
冷蔵庫に保管して　

おこう！！　
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ゴミ袋

みりん箱 中の仕切り 便座用段ボール箱 フタ用段ボール 1枚

切り抜いた段ボールは
フタのつまみに利用

レジ袋

●段ボール

●ゴミ袋
●レジ袋
●紙おむつ
●新聞紙
●ガムテープ
●はさみ・カッターナイフ

（本　体）みりん箱と中の仕切り
（便座用）本体よりひと回り大きい箱
（フタ用）1枚

紙おむつ ガムテープ

新聞紙

★通常時、段ボールはつぶして保管するので、ガムテープが必要。
★耐久性を増すために、段ボールで三角柱を作り、段ボール内側の四隅に取り付けると、
　強度がアップ！
★紙おむつや凝固剤が高価。ペット用のトイレの砂など、より安価な物を検討中。（未実験）

●上フタは外側に折り返し。（丈夫になる）
●中の仕切りは半分くらいの高さに切る。
　（仕切りを入れないとレジ袋に対し深すぎる）

●レジ袋に新聞紙を敷いて入れる。
●紙おむつを入れる。
　（もっぱら水分を固めるため） ●フタを置いて完成。

●便座用の箱は、中央部分をきりぬく。
●そのまま❶にかぶせる。

●ゴミ袋を便座まで覆うように
　かぶせる。

用意するもの

●災害時用　簡易トイレ（段ボールトイレ）の作り方　◆奈良屋自主防災会◆
みりん箱は
二層構造で丈夫
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　夜間の犯罪防止や歩行者

の安全通行のための照明灯

で、市内には約44，000基（H24.3現

在）あります。

　自治会・町内会が設置・管理してお

り、設置費用や維持管理に必要な電

気代等は、自治会・町内会費でまか

なわれています。

“博多あん・あんリーダー”ってなに？

コミュニティ
　の

いい
ろろ
はは

防犯灯ってなに？Q
もっと知りたい！
地域のこと！！

A

　博多あん（安全）・あん（安心）塾　の修了

者を“博多あん・あんリーダー”として登録し

ています。“博多あん・あんリーダー”は、地域防災力の

向上を目指し、地域や企業で防災リーダーとして活躍

しています。

　福岡市自治協議会サミットは、地域における活動の成功事例
を紹介することで情報の共有を図り、今後の地域活動に向けた
スキルアップや組織運営のアイデアを得る機会とするものです！
　福岡市のよりよい自治の姿などについて、皆さんも共に考え
てみませんか？

Q
A

●福岡市コミュニティ通信は福岡市のホームページに掲載しています。

●J:COMが福岡の地域情報を発信しています。

TEL 092-645-1041　FAX 092-645-1042
TEL 092-419-1048　FAX 092-452-6735
TEL 092-718-1062　FAX 092-714-2141
TEL 092-559-5072　FAX 092-562-3824
TEL 092-833-4063　FAX 092-822-2142
TEL 092-833-4416　FAX 092-851-2680
TEL 092-895-7036　FAX 092-882-2137

東　区役所
博多区役所
中央区役所
南　区役所
城南区役所
早良区役所
西　区役所

お問い合わせ・
地域の情報などは
各区役所まで

※ 
※博多あん(安全)・あん（安心）塾
に関するお問い合わせは福
岡市市民局防災・危機管理課
【092-711-4056】まで

登録者は572人（H24．3．31現在）

福岡市自治協議会サミットを開催します！！

平成24年11月６日（火）13時30分から（開場は13時）
ももちパレス（早良区百道2丁目3－15）
自治貢献者感謝状贈呈、事例発表 など
800名（入場無料、事前申込不要）
福岡市・福岡市自治協議会等７区会長会

●日時：
●場所：
●内容：
●定員：
●主催：
●お問い合わせ：市民局コミュニティ推進課　ＴＥＬ.092-733-5161　ＦＡＸ.092-733-5595

昨年の事例発表の様子

お知らせ

福岡市コミュニティ通信

ふくおかまいCOM

地 域 支 援 課
地 域 支 援 課
地域振興・支援課
地 域 支 援 課
地 域 支 援 課
地 域 支 援 課
地 域 支 援 課
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